
事前登録方法

ご郵送または当園ポスト投函

登録条件
病中または病気の回復期にあり、医師より入院治療が必要がないと
判断されているお子様のうち、下記の要件をすべて満たす方が利用できます。

・新宿区在住の方
・1歳～就学前までの方
・通園されている保育園でお食事形態が完了食に移行している方

(利用は幼児食に移行してからになります。)
・MRワクチンの接種がお済みの方
・認定こども園・認証保育園・認可外保育園・幼稚園・保育ルームへ通園されている方

【ご郵送して頂くもの】
‐必要書類‐

・児童票
・アレルギー問診票
・災害時引き取り者名簿
・同意書(利用案内をご覧になってから同意書へ署名をお願いします。)
・母子手帳の予防接種の接種歴が分かるページのコピー
・乳児医療証のコピー(来園登録の際は、原本をお持ちください)

□アレルギーのある方のみアレルギー生活管理指導票のコピー
□子ども園の幼稚園機能をご利用の方・幼稚園・保育ルームに通われている方のみ
ご両親の就労証明または、名刺や社員証のコピー

わらべうた四谷病児室は、

HITOWAキッズライフ株式会社が新宿区から

委託を受けて運営している保育施設です。

各書類をご記入後、下記の 住所あてにご郵送または当園ポストに直接投函をお願いいたします。
ご郵送または当園のポストに投函された方へ、
書類到着後 1 週間以内に登録完了のお電話をいたします。

こちらから何点か確認させていただき、登録完了とさせていただきます。

利用希望のお電話を頂いても
こちらからの登録完了のお電話が
終わっていない方は
ご利用いただけない場合があります。

記入漏れや書類の不足がありましたら
登録に時間がかかる場合がございます
ので、早めのご登録をお願いします。

※ご注意ください。2024年10月より郵便料金
が変更されております。
郵送登録の際、料金の不足が発生しますとご登録
までに時間がかかり、ご利用開始時期が遅くなる
ことがありますのでご注意ください。

ご来園
来園の場合は、事前に電話にてご予約をお取りください。(土曜登録をご希望の方はお電話にてお問合せ下さい。)

保護者の方のみでご登録可能です。(病中のお子様のご来園はご遠慮頂いております。)
TEL(03‐5269‐4255)受付時間10:00ー16:00

こちらのホームページから
ダウンロードをして
ご記入ください。

●登録方法は、下記の2種類あります。ご都合に合わせてお選びください。
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わらべうた四谷病児室
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